
柏市立富勢中学校 生活の約束 

１．服装や持ち物について 

『制服』・・・登下校、式典行事、入試、校外学習 等で着用。 

 

『校内服（ジャージ）』・・・校内活動で着用。 

 ①学校指定のジャージを着用。(紺色・2 本線)   

 ②ジャージの中は学校指定の体操服を着用。 

 ③体育の授業時には学校指定の体操服とハーフパンツを着用。※無地白 T シャツ可 

 ④校内服の名札については以下の通り（年度毎進級させる） 

   ＜ジャージ＞                ＜体操服＞ 

 

 

 

 

 

 

『通学カバン』 ※R４より指定なし。 

①自分に合った（骨盤や背骨に悪影響がなさそうなもの）を選ぶ。 

②「学ぶ場」で使用するものとしてふさわしいものを各自（家庭）で判断する。 

 A B C(R7 より追加) 

夏 

季 

Y シャツ・本校指定の学生ズボン 

※内側は本校指定体操服か白の T シャツを着用。 

※ベルトは黒の無地(夏季冬季同様) 

※Y シャツの代わりにポロシャツの着用可。 

本校指定のブラウス・リボン・腰下のスカート 

※内側は本校指定体操服か白の T シャツを着用。 

※スカート丈はひざが完全に隠れる⾧さ。(夏季冬季

同様) ※ブラウスの代わりにポロシャツの着用可。 

Y シャツ・柏市指定のズボンまたはスカート 

※内側は本校指定体操服か白の T シャツを着用。 

※スカート丈はひざが完全に隠れる⾧さ。(夏

季冬季同様) ※ポロシャツの着用可。 

冬 

季 

本校指定の学生服・本校指定の学生ズボン 

※内側には本校指定の体操服か防寒着 

※内側に着用する防寒着はセーター、 

トレーナー、カーディガン 

本校指定のセーラー服・ジャンパースカート 

共布のベルトを着用。 

※内側には本校指定の体操服か防寒着 

※内側に着用する防寒着はセーター、トレーナー、カ

ーディガン 

※セーラー服購入の際、前開き式のものも選択可。 

柏市指定のブレザー・ズボンまたはスカート 

※内側には本校指定の体操服か防寒着 

※内側に着用する防寒着はセーター、ト

レーナー、カーディガン 

 

 
１年 ○組 

富 勢 
５㎝ 

８㎝  ※白布 

 １―〇 
富 勢 

上着の左胸と 

ズボンの左前に 

縫い付ける 

体操 服の付属 の

名札に記入する 



『頭髪・身だしなみについて』 

①頭髪は清潔な髪形にする。染色・パーマなどの加工は不可。整髪料不可。（身だしなみ≠おしゃれ） 

②髪が肩にかかる⾧さの場合は、ピンやゴム紐で止める。（実験や体育の際の安全面） 

③その場合のピンやゴム紐は黒・紺・濃い茶色とする。 

④化粧・装飾品を禁止とする。（身だしなみ≠おしゃれ） 
 
 
 

『所持品について』 

①原則、貴重品や金銭は持ってこない。 

②授業に必要のないものは持ってこない。（電子機器や漫画、雑誌、遊具など。） 

③水筒・ペットボトルの持参可。中身は水・お茶類・スポーツドリンクとする。 

④保湿剤、制汗剤、日焼け止めは無香料のものを使用する。 

※ペットボトルの場合はホルダーに入れるか、タオルで巻くなどする。ゴミは必ず家に持ち帰る。 
 
 

『靴・上履き・靴下』 

①靴は体育授業で使用できる運動靴であり、「学ぶ場」で着用するためにふさわしいものを各自（家庭）

で判断し着用する。(R4.2 月改定) 

②上履きは学校指定の上履きを使用。(R７年度は 1 学年…青 2 学年…赤 3 学年…緑) 

③靴下は基調色のものであり、（目安として）基調色が全体の８０％を占めているもの。（R4.11 月改定） 

※基調色＝白・黒・紺・グレーの 4 色。 

 

『防寒具』 ※冬季の制服と合わせて使用可。 

①オーバーコートは、基調色のものとする。部活で購入したウインドブレーカーでも可。 

②マフラー、ネックウォーマーは華美でなく、極端に⾧くないものとする。（安全面） 

③ジャージ、制服の下に着用できるものは、セーター、トレーナー、カーディガンであり、無地で基調

色のものとする。ハイネックは不可。 

④手袋は華美でないものとする。耳当ては不可（安全面）。 
   

『その他』 
①登校後、校外に出てはいけない。 

②原則、登下校は制服を着用。 

（※雨風が強い日の下校時、行事の日は校内服登校可になる場合がある。その時は生徒指導部よりアナウンスする。） 

③休日の部活動における登下校、再登校に関しては活動時の服装による登校可。 

④通学について、指定された範囲外に居住する生徒に限り、希望により自転車通学を認める。 



２．1 日の生活について  

 時配 活動 詳細 

登
校 

~7:00 

7:00 

7:10 

7:30 

 

～8:00 

8:05 

交通規則、通学路を守り、安全に登校。 

部活動登校。 

朝練習開始。 

※欠席・遅刻の時は必ず保護者から学校

に連絡すること。（欠席連絡 sigfy） 

この時間までに正門通過。 

保健委員は健康観察表を保健室前に取りに行く。 

・正門、東門より登校。 

・校庭を横切らない。 

・各学年の昇降口を使用。 

・職員玄関は使用しない。 

 

朝
読
書 

8:10 

 

 

 

 

8:15 

教室入室完了。あいさつ・健康観察 

(遅刻確認はチャイムが鳴り終わる前) 

 

 

 

朝読書開始 

・時間に余裕をもって登校し、定刻まで

に入室完了。これができていない生徒

は遅刻となります。R７年度より変更 

・以後、私語を慎む。 

朝
の
会 

8:25 

～8:35 

連絡・目標の確認など 

朝の会終了後、保健委員は健康観察表を

保健室に提出 

※遅刻により、登校が朝の会以降（８：

３５）になった場合には、昇降口から上

履きに履き替え、職員室横にある登校届

けを記入し、職員室にいる学年の先生に

確認をもらい、教室へ。(R６より変更) 

授
業 

50 分間 

(短縮日課の 

場合は 45 分間) 

初めと終わりに挨拶を行う。 

時間割に従い実施。 

各教科の課題に取り組む。 

・授業開始１分前には着席をし、授業に

真剣に取り組む雰囲気づくりをする。 

・課題に対し、協力し、進んで取り組む。 

休
み
時
間 

10 分間 次の授業の準備をする。 

トイレ休憩等を行う。 

 

・廊下や教室内を走らない。 

・ベランダには出ない。 

・窓から外へ声をかけない。 

・他教室の出入りは禁止。 

・他学年の校舎には行かない。 

給
食 

12:35 

 

12:40 

13:10 

授業終了後、速やかに手洗いをする。 

給食当番は給食着に着替え、準備をする。 

当番以外は着席。 

給食終了。 

・給食中は席を立たない。 

・食事の始まりと終わりは一斉に行う。 

・給食終了時刻まで教室を出ない。 

＝12:35～13:10 までは席を立たない。 



昼
休
み 

13:10 

～ 

13:30 

次の授業の準備を行う。 

トイレ休憩を行う。 

このチャイム次の授業の場に移動する目

安とする。 

・校庭から戻る際時間に余裕が持てるよ

う急ぐことが好ましい。 

・窓から外へ声をかけない。 

・中庭、模擬道路、校舎裏では遊ばない。 

清
掃 

15 分間 清掃開始のチャイムの前に集合完了。 

始まりと終わりにメンバーがそろった状

態で挨拶を行う。 

・私語をせず、黙動を心がける。 

・ゴミは「可燃/包装プラスチック/資源/

不燃/有害ごみ」に分けること。 

帰
会 

15 分間 連絡・歌・反省など。 ・チャイムまで、必ず教室で待機をする。 

放
課
後 

帰りの会終了

20 分後 

一般下校。 

部活動・委員会活動開始。 

 

・部活、委員会に所属していない生徒は、

このチャイムまでに下校する。 

・委員会の活動後教室には戻らない。 

下
校 

完全下校

15 分前 

チャイムで全ての活動を中止し、帰る用

意をする。完全下校のチャイムが鳴る前に正

門を出ることを心がける。 

・正門と東門・西門から下校する。 

・校庭を横切らない。 

・下校中に買い物、寄り道、立ち話をしない。 

部
活
動 

 活動の場を整理整頓する。 

部室の窓を施錠する。 

部活動を欠席する場合は、事前に顧問の

先生に報告する。 

・部活動で困ったら、顧問・学級担任と

十分に相談する。 

・部活を退部するときには、顧問・学級

担任と十分に相談する。 

保
健
室 

 保健委員は、仲間から体調不良の申し出

があった場合、保健入室カードを準備し、

体調不良者に付き添い保健室へ行く。 

・保健室の利用のルール（保健室掲示）

を守る。 

職
員
室 

 原則、職員室内には入り込まない。 ・用がある先生を呼んだり、鍵を取るた

めに入室するのは可。その際は職員室

後方ドアから入室する。 

服
装
・
持
ち
物 

 制服・校内服ともに生活の決まりに準じ

て正しく着用する。 

・ボタンや袖のスナップをはずさない。 

・スカートの丈は前後から見てひざが出ない⾧さ。 

・体操服をズボンから出さない。 

・ジャージのファスナーは最低でも名札

の最上位までは上げる。 

 


